
              

医師の働き方改革に関する検討会 開催要綱 

 

 

１．趣旨 

 

働き方改革実行計画（平成 29 年 3 月 28 日働き方改革実現会議決定）におい

ては、長時間労働の是正のため、労働基準法を改正し、現在３６協定の締結に

より上限無く時間外労働が可能となっている状況を見直す方向性が示されてい

る。 

この中で、医師については、医師法（昭和 23年法律第 201号）に基づく応召

義務等の特殊性を踏まえた対応が必要であることから、時間外労働規制の対象

とするものの、改正法の施行期日の５年後を目途に規制を適用することとし、

具体的には、医療界の参加の下で検討の場を設け、２年後を目途に規制の具体

的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得るとされた。 

これを踏まえ、本検討会を開催するものである。 

 

２．検討事項 

 

（１） 新たな医師の働き方を踏まえた医師に対する時間外労働規制の具体

的な在り方 

（２） 医師の勤務環境改善策 

（３） その他 

 

３．構成員 

 

構成員は、別紙のとおりとする。 

 

４．運営等 

 

（１）本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会においては、必要に応じ、（１）の構成員以外の学識経験者及び

実務経験者等の出席を求めることができる。 

（３）検討会は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公表する。 

（４）本検討会の庶務は、労働基準局及び保険局の関係課の協力を得て、医政

局医療経営支援課医療勤務環境改善室が行う。 

（５）この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し、必要な事項は、

会議において定める。 
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